
新型コロナウィルス感染防止に向けた取り組み (2020年4月8日）

 社会福祉法人愛泉会（リバーサイド田名ホーム及び地域密着型特養ホーム「清流さがみ」）では、既に2020年2月17日より入居者との面会を
制限させていただき、感染拡大の予防措置を講じてきました。

 2020年4月7日付けで、日本政府より『新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言』が発出され、神奈川県もその対象地域に指定されました。
 一方、神奈川県からは、2020年4月8日付けで当施設を含めた介護老人福祉施設については、【生活支援関係事業者】として、必要な事業及び
サービスの継続要請がありました。

 当施設としては、面会の制限を継続するととともに、関係する所管行政機関と緊密に連携を取りつつ、下記の感染防止に向けた取り組み
（R2.4.7付け厚生省事務連絡より抜粋）を行ない、入居者及びデイサービス利用者への感染を予防するべく対応する所存です。ご不便をお掛けしま
すが、ご家族の皆様、関係者各位には宜しくご理解・ご協力お願いします。

対応内容

① 施設等における取り組み 【感染症対策の再徹底】

• 感染の疑いについて早期に把握できるように、日ごろから利用者の健康状態の変化に留意する。
• （疫学調査への協力の為）症状出現後の接触者リスト、ケア記録、勤務表、施設内に出入りした者の記録を準備すること。

【面会及び施設への立ち入り】

• 面会はやむを得ない場合を除き、制限すること。テレビ電話等の活用も検討する。
• 委託業者等についても、物品の受け渡しは玄関などの限られた場所で行う。
• 万が一施設内に立入る場合には、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断る。
• 面会者や業者等の施設内に出入りした者の氏名、来訪日時、連絡先を記録する。

② 職員の取り組み 【感染症対策の再徹底】

• マスクの着用を含む、咳エチケット、手洗い、アルコール消毒の徹底する。
• 出勤前の体温測定を行い、熱がある場合には出勤しないことを徹底する。
• 職場外でも感染予防への取り組み（３つの密を回避）を励行する。

③ ケア等の実施時の留意点 • ADL維持等の観点から、リハビリテーションは重要。
• 一方、感染拡大防止の観点から『３つの密』を避ける必要がある。
• 送迎時には窓を開け換気に留意する。送迎後に利用者の接触頻度の高い場所（手すり等）を消毒する。
• 可能な限り同じ時間帯での実施人数の縮小、定期的な換気、距離の確保、声を出す機会の最小化、
マスク着用、清掃の徹底、共有物の消毒、手指衛生の励行を徹底する。


